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一

、

序

言

二
、
長
崎
代
官
の
設
置
と
意
義

三
、
長
崎
奉
行
の
性
格

そ
の
一
、
耶
蘇
教
取
締
り

そ
の
二
、
将
軍
の
貿
易
品
購
買

そ
の
三
、
外
国
貿
易
管
理

四

、

結

誇

－
、
序

言

近
世
初
期
外
交
史
研
究
の
分
野
に
、
貿
易
港
に
於
け
る
政
府
対
外
出
先
機
関
で
あ
っ
た
長
崎
奉
行
に
関
す
る
、
奉
行
の
権
能
・
動
向
・
奉
行

所
の
機
構
・
運
営
の
実
態
・
奉
行
と
将
軍
及
至
側
近
と
の
連
絡
・
奉
行
と
貿
易
商
人
達
と
の
交
渉
・
代
宮
地
役
人
と
の
機
能
的
接
触
（
長
崎
自

治
制
と
関
連
深
い
が
）
等
の
不
備
が
あ
る
。
此
等
の
解
明
は
、
戦
後
特
に
外
国
史
料
の
紹
介
と
共
に
、
究
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
貿
易
の
実
態
ゃ
、

鎖
国
の
再
発
見
、
更
に
は
国
内
新
史
料
に
基
く
貿
易
商
人
層
の
構
成
、
幕
権
と
の
連
繋
、
動
向
等
と
共
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
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長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

七
六

奉
行
所
職
制
も
幕
末
期
の
人
員
構
成
が
奉
行
以
下
千
九
百
拾
七
人
と
詳
細
な
る
に
比
較
し
、
（
長
崎
年
表
）
慶
長
期
は
簡
素
で
あ
り
、

史
料
も

乏
し
い
が
、
三
代
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
に
関
し
て
は
内
外
史
料
の
比
較
的
容
す
る
も
の
が
多
い
。
元
来
、
長
谷
川
家
は
藤
原
利
仁
の
流
で
、
伊

勢
国
司
に
仕
え
た
が
T
u、
慶
長
期
に
至
っ
て
左
兵
衛
妹
「
夏
」
の
存
在
に
よ
り
近
世
初
期
の
外
交
史
上
に
現
れ
て
来
る
。
そ
の
家
族
構
成
を
略

述
す
る
と
、
長
兄
波
右
衛
門
重
吉
は
北
条
民
滅
亡
後
「
夏
」
に
よ
り
慶
長
四
年
佐
渡
金
山
奉
行
目
付
に
擢
用
さ
れ
て
ゐ
る
2uo

累
代
武
鑑
に
は
慶
長
九
年
長
崎
奉
行
任
命
を
記
載
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
長
崎
側
諸
史
料
や
外
人
手
記
等
と
も
異
り
誤
認
で
あ
る
o
次
兄
が

外
人
側
よ
り

zω
え
E
R－－

Eω
『
何
回
忌

ω
ロo
ロ
σ＝
と
呼
ば
れ
た
左
兵
衛
藤
債
で
あ
る
が
、
彼
も
佐
竹
義
宣
致
仕
後
、

慶
長
人
年
「
夏
」
に
よ
り

家
康
に
推
挙
さ
れ
（
事
実
文
編
第
四
次
編
四
「
上
略
皆
以
女
弟
之
薦
也
下
略
）
、

同
十
一
年
四
月
小
笠
原
一
庵
の
後
を
受
け
て
長
崎
奉
行
と
な
り
円
3
u
、

同
十
九
年
十
二
月
二
三
日
堺
奉
行
兼
仕
、
元
和
元
年
六
月
三
日
小
豆
島
代
官
兼
任
、
更
に
同
二
年
よ
り
三
年
迄
大
坂
船
奉
行
兼
任
し
円
7
u
・
元
和

三
年
十
月
二
六
日
年
若
い
四
子
を
残
し
て
死
去
し
て
い
る
。
長
崎
志
、
長
崎
古
今
集
覧
を
始
め
長
崎
側
史
料
に
は
慶
長
十
九
年
十
二
月
を
以
て

長
谷
川
権
六
守
尚
と
の
奉
行
交
替
を
記
載
し
て
ゐ
る
が
、
元
和
二
年
八
月
八
日
に
は
「
長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
の
提
案
に
よ
る
も
の
」
と
し

て
英
人
貿
易
制
限
が
下
令
さ
れ
n
s
y

元
和
三
年
九
月
十
日
の
コ
ッ
ク
ス
日
記
に
も
n
R
U

伏
見
到
着
を
左
兵
衛
に
報
告
し
て
ゐ
る
し
、
貿
易
に
関

し
て
、
病
床
の
彼
を
訪
問
し
た
ア
ダ
ム
ス
に
も
「
小
銃
及
び
甲
胃
の
購
入
は
、
朝
鮮
人
の
事
に
関
し
て
皇
帝
の
禁
止
せ
る
所
な
れ
ど
も
」
？
u

と

購
入
貿
易
品
目
の
指
示
を
与
え
て
ゐ
る
の
で
、
兼
任
説
が
妥
当
で
あ
る
。
妹
夏
は
、
前
記
コ
ッ
ク
ス
日
記
、
パ

l
ド
レ
・
ぺ
ド
ロ
・
モ
レ
ホ
ン

著
の
「
日
本
支
那
諸
国
に
於
い
て
発
生
し
た
る
事
件
の
物
語
及
歴
史
」
や
、

寛
政
重
修
諸
家
譜
等
に
よ
り
家
康
の
愛
妾
で
あ
っ
た
と
思
は

れ
、
叉
、
異
国
御
朱
印
帳
の
慶
長
十
八
年
正
月
十
一
日
よ
り
、
朱
印
船
貿
易
を
行
っ
た
事
実
も
あ
る
。
家
康
死
後
は
武
蔵
国
中
野
に
て
五
百
石

を
賜
は
り
剃
髪
隠
世
し
て
ゐ
る
っ
ち
末
弟
忠
兵
衛
藤
継
は
、
長
崎
に
到
著
す
る
外
舶
の
貿
易
検
使
と
し
て
生
糸
其
他
の
売
買
、

左
兵
衛
と
の

連
絡
、
輸
送
に
当
り

3
、
特
に
慶
長
十
四
年
の
マ
ア
ド
レ
・
デ
ウ
ス
号
冨
包

Z
宏
ロ

2
m
号
爆
坊
に
功
有
り
、
当
代
記
、
寛
政
茸
修
諸
家

譜
等
何
れ
も
燥
出
の
主
動
人
物
と
し
て
ゐ
る
o

忠
兵
衛
藤
継
と
四
代
奉
行
長
谷
川
権
六
守
尚
ハ
藤
正
〉
と
を
混
同
す
る
史
料
が
多
い
が
F

己
、
当



時
彼
等
と
交
渉
し
た
コ
ッ
ク
ス
日
記
に
は
「
一
六
一
七
年
十
一
月
二
十
日
、

（
上
略
）
私
は
、
権
六
殿
に
ニ
通
の
手
紙
を
差
し
出
し
た
。

通

『
左
兵
衛
殿
』
『
権
六
殿
』

は
左
兵
衛
殿
よ
り
、
他
の
一
通
は
彼
の
（
権
六
）
叔
父
忠
兵
衛
殿
よ
り
の
も
の
で
あ
る
」
や

g、
「
一
六
一
七
年
六
月
四
日
の
僚
の
如
く
、

『
左
兵
衛
弟
忠
兵
衛
殿
』
」
と
明
白
に
区
別
し
円
同
ご
「
小
笠
原
家
中
手
前
之
儀
付
而
覚
之
事
」
に
も
向
日
u
、
「
権
六
は
左

兵
衛
の
『
お
い
』
で
は
な
い
か
」
と
あ
り
、
忠
兵
衛
は
大
坂
夏
の
陣
後
病
の
た
め
御
役
御
免
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
、
権
六
と
の
混
同
は
誤
記
で

あ
ら
う
。
以
上
の
如
く
慶
長
期
に
於
け
る
長
谷
川
家
の
動
向
は
外
交
史
と
関
連
が
深
い
。

本
稿
は
、
此
等
長
崎
奉
行
、
奉
行
所
に
関
す
る
諸
論
考
の
緒
と
し
て
、
特
に
長
谷
川
左
兵
衛
を
対
称
と
し
、
奉
行
の
先
行
的
型
態
た
る
長
崎

代
官
設
置
に
起
論
し
、
慶
長
十
九
年
に
至
る
幕
政
初
期
の
奉
行
々
政
の
諸
事
実
よ
り
帰
納
し
て
、
奉
行
の
性
格
に
、
宗
門
奉
行
的
、
将
軍
個
人

す
る
も
の
で
あ
る
。

の
購
買
官
的
、
外
国
奉
行
的
の
三
点
あ
る
を
抽
出
し
、
各
々
に
言
及
す
る
事
に
依
り
慶
長
期
に
於
け
る
外
交
政
策
実
態
の
一
端
を
把
握
せ
ん
と

（註
1
）
寛
政
重
修
諸
家
譜
第
五
縁
、
巻
七
百
九
拾
五
、
大
日
本
史
料
十

二
編
之
二
八
所
収
「
秋
藩
阿
津
免
具
佐
」
に
は
、
常
陸
出
身
の
大
工
と

あ
る
が
、
信
を
置
け
な
い
。

（

2
）
寛
政
重
修
諸
家
譜
第
五
瞬
、
巻
七
百
九
捻
五
、
事
実
文
編
次
鋼
所

収
、
僧
月
州
作
「
長
谷
川
勝
成
伝
」

（

3
）
長
崎
志
第
一
巻
廃
代
御
奉
行
之
事
、
長
崎
由
来
記
、
長
崎
縁
起
略

（

4
）
図
書
刊
行
会
本
、
史
籍
雑
纂
、
第
二
所
収
「
駿
府
記
」

（
5
）
吋
宮
崎
則
自
白
骨
目
立
山
口
ロ
何
回
虫
、
目
白
ぬ

1FD4『叩－
4
崎
両
匂
（
ロ
ロ
同
町
市

帥ロ

MHぬ
同
国
民

Oロ

O剛

ω国
民
国
ロ
ロ

o目
。
）

l
l・－
M
M
a
g
H
司

3
2
w
回
目
師
同

O号

。
剛
志
沼
田
ロ
開

B
a
s司

自

宮

t
ω
S
E
M－
同
M

－

H
S

（
6
）

ω
3
5
E
v
a
g－
－
－

k

，H
O母
国
『
守
色
回
同

H
4
5
3白
ヨ
デ

岡
田
町
回
同

o
d円
］
ロ
ロ

wσ
阻
曲
師
。
件
。
白
血
三

N
ω
国
民
国
ロ
ロ

oロ
0
0
同

ogH

長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

g
s
z
m
u
U
E『
『
。
片
岡
両
日

nHM白
同
色
。

onw四
回
目
見
・

ω冊目
y
H
0・
〈

o－
－
－
－

司・

ω。
叩

（
7
）

U
E門司

O片
岡
剛
山

nHM回
『
色
。
。
日
両
国
同
品
目
・
。

n件
当

n
r・
〈

O戸
－
・
司
・

ωMM 

（

8
）
党
政
重
修
諸
家
譜
第
五
輯
、
巻
七
百
九
拾
五

（

9
）
図
書
刊
行
会
本
、
史
籍
雑
纂
第
一
一
、
当
代
記
一
五
九
頁

（

m）
長
崎
港
草
、
長
崎
志
稿
、
長
崎
古
今
集
覧

（
日
）
己
目
白
同
司
口
同
阿
川
町
口
町
田
同
色
。

onw曲
H
E
J『
・
2
0
4
・

M
g
v・
〈

O
F
－－

－v・ω凶
H

（
四
）
〉
戸
田

O
H
田
市
白
神
の

o
p
H
O
W
U
O史
Y

N

】
叩
神
宮
吋
血
相

O口
市
片
岡
白
日

ω注
目
白
ロ
ロ

oロ
0
・
国
ロ
弘
同

F
g忌
巾
吋
同
円
。
自
の
げ
ロ

σ山
口
句
。
ロ
ロ

o
r
z

gロ
n－
P
場開

M
R
E
P
4
4『
円
。
同
町
司
自
由
ロ
ロ
ロ
同
宮
町
田
毘

g

g
申
回
目

七
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長
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奉
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長
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兵
衛
論
考

tゴ
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13 
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叩
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文
書

二
、
長
崎
代
官
の
設
置
と
意
義

長
崎
廻
近
年
伴
天
連
令
知
行
分
事
、
御
代
官
被
仰
付
候
問
、
致
取
沙
汰
物
成
等
可
運
上
候
也
、

天
正
十
六卯

月
二
日
（
未
印
）

鍋
島
飛
蹄
守
と
の
へ
門
1
u

に
依
り
、
鍋
島
飛
開
守
直
茂
は
長
崎
代
官
に
任
命
さ
れ
、
更
に
周
年
五
月
一
八
日

定

一
、
当
所
御
料
所
ニ
被
仰
付
候
上
者
、
非
分
之
儀
有
之
聞
鋪
事
（
以
下
略
）

の
条
令
が
布
下
主
れ
て
門
Z
・
長
崎
は
完
全
な
る
公
領
と
な
り
、
直
茂
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
が
、
両
条
自
の
検
討
よ
り
、
長
崎
代
官
設
置

と
長
崎
没
収
と
が
表
裏
一
体
を
な
し
、
従
っ
て
代
官
の
性
格
、
意
義
色
、
没
収
と
有
機
的
関
連
を
な
す
事
は
疑
論
の
余
地
が
な
い
。

（
長
崎
公

領
化
に
関
レ
て
は
天
正
十
五
年
六
月
十
九
日
の
耶
慈
・
教
禁
止
令
と
関
連
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
及
び
教
徒
の
増
加
、
宗
教
基
地
化
、
神
社
仏
閣

の
破
壊
等
よ
り
く
る
宗
教
的
理
由
と
論
ず
る
説
を
始
め
、
長
崎
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
化
、
要
塞
化
等
の
軍
事
的
理
由
、
日
本
人
奴
隷
船
載
の
社
会

的
倫
理
的
理
由
、
更
に
は
秀
吉
の
黄
金
買
占
工
作
を
企
図
せ
る
経
済
的
理
由
と
、
諸
説
多
い

3
）
今
、
こ
こ
に
こ
の
公
領
化
と
表
裏
を
な
す
代

宮
設
置
を
行
政
面
の
個
々
よ
り
帰
納
会
れ
る
性
格
の
把
握
に
立
っ
て
解
明
し
て
み
よ
う
。

代
官
行
政
の
第
一
義
は
、
直
茂
任
命
の
前
記
条
目
よ
り
す
れ
ば
耶
蘇
教
取
締
り
に
あ
る
可
き
で
あ
る
が
、
禁
教
に
関
し
て
は
浦
上
の
十
字
梨



破
壊
を
除
い
て
は
顕
著
な
る
も
の
な
く
、
却
っ
て
巡
察
師
そ
の
他
を
公
然
と
長
崎
に
居
住
せ
し
め
、
彼
等
の
上
京
に
は
能
ふ
限
り
の
便
宜
接
待

案
内
と
厚
過
し
、
貿
易
を
め
ぐ
っ
て
粉
争
生
じ
た
る
際
は
、
宜
教
師
達
の
慰
撫
に
務
め
斡
旋
を
要
請
し
て
ゐ
る
事
実
門
る
よ
り
推
考
し
て
、
代
官

任
務
の
本
質
が
禁
教
に
あ
っ
た
と
は
肯
け
な
い
。

こ
れ
に
反
し
、
貿
易
に
於
い
て
は
、
生
糸
を
始
め
と
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
唐
船
の
輸
入
額
は
増
大
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
場
合
、

モ
ル
ツ
カ

諸
島
、
ゴ
ア
・
セ
イ
ロ
ン
島
に
於
け
る
純
益
の
二
倍
及
至
三
倍
に
達
し
、
船
長
個
人
の
収
益
の
み
に
て
十
五
万
及
至
二
十
万
ド
カ
ッ
ト
の
多
額

に
の
ぼ
る
状
態
で
官
三
外
舶
の
入
港
絶
え
ず
、
天
正
十
六
年
に
は
秀
吉
は
九
百
ピ
コ
の
大
量
生
糸
を
購
入
せ
ん
と
し
て
小
西
隆
佐
に
二
十
万
ク

ル
サ

1
ド
を
携
行
せ
し
め
、
耶
礁
…
会
士
の
仲
介
を
命
じ
て
ゐ
る
ハ
3
0
か
か
る
貿
易
の
盛
況
を
反
映
し
て
、
前
述
長
崎
没
収
令
の
一
条
に
も
「
一
、

黒
船
儀
前
々
の
こ
と
く
な
る
へ
き
の
問
、
地
下
人
令
馳
走
、
当
所
江
可
相
付
事
」
な
る
条
文
が
含
ま
れ
、
叉
、
天
正
十
九
年
六
月
朔
日
長
崎
に

掲
げ
ら
れ
た
制
札
に
も
、

一
、
喧
時
刃
傷
事
双
方
日
本
仁
者
不
立
入
理
非
両
方
可
加
成
敗
、
但
南
蟹
船
唐
船
之
儀
者
異
国
仁
之
条
、
理
非
遂
札
明
十
之
物
五
ツ
五
ツ
に

を
い
て
は
日
本
人
可
鹿
罪
科
事
、
ハ
7
u

と
外
人
保
護
の
意
向
が
明
記
し
て
あ
り
、
秀
吉
の
貿
易
奨
励
政
策
は
顕
著
で
ゐ
る
。
こ
の
間
に
於
け
る
代
官
の
動
向
は
、
禁
教
に
比
較
す
る
と

鮮
明
で
ゐ
る
。
天
正
十
九
年
八
月
一
九
日
（
新
暦
）
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
中
国
よ
り
長
崎
に
入
港
し
た
が
、

直
茂
は
兵
力
を
以
て
船
を
包
囲
し
陸

上
と
の
連
絡
を
遮
断
す
る
と
共
に
、
秀
吉
の
意
志
と
称
し
て
積
載
金
塊
の
独
占
を
計
り
、
金
塊
数
を
報
告
せ
し
め
ん
と
し
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船

の
行
動
を
監
視
す
る
事
三
十
日
以
上
に
及
ん
だ
。
同
じ
く
金
塊
購
入
に
来
崎
し
た
堺
商
人
及
び
諸
侯
の
使
者
も
、

こ
れ
を
、
秀
吉
の
懐
中
事
権
力

を
背
影
と
し
た
強
制
的
安
価
に
よ
る
独
占
貿
易
と
指
摘
し
て
を
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
の
拒
否
に
依
り
紛
争
佑
し
た
事
態
に
対
処
せ
ん
と
し
た
直

茂
の
工
作
も
宜
し
く
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
と
結
束
し
て
ゐ
た
宣
教
師
の
秀
吉
へ
の
報
告
に
よ
り
T
Y

却
っ
て
秀
吉
よ
り
そ
の
拙
策
を
吐
責
さ

れ
つ
υ
、
「
南
撞
黒
船
至
長
崎
著
岸
之
処
ニ
、
彼
津
下
代
非
分
儀
申
懸
、
及
迷
惑
之
由
、
以
一
書
申
上
候
、
則
彼
不
屈
下
代
一
々
御
成
敗
之
儀
被

長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

七
ブし



長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

何
出
候
、

（
下
略
ど
の
沙
汰
が
布
下
さ
れ
て

au、
こ
れ
が
、
直
茂
の
代
官
罷
免
の
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
貿
易
に
於
げ
る
代

八．
0 

官
の
行
動
は
、
代
官
の
性
格
、
任
命
の
理
由
が
、
直
茂
個
人
の
問
題
と
は
別
に
、
表
面
に
禁
教
を
唱
し
つ
つ
、
実
は
外
国
貿
易
に
於
け
る
特
定

る
諸
候
へ
の
財
政
重
圧
策
が
杏
在
し
た
も
の
と
考
察
さ
れ
る
。

物
資
の
独
占
乃
至
は
優
先
権
の
行
使
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
せ
、
耶
蘇
教
禁
止
令
の
意
義
に
も
、
保
教
の
名
目
に
て
貿
易
を
企
図
す

こ
こ
に
、
代
官
設
置
の
原
因
は
長
崎
没
収
に
あ
っ
た
と
共
に
、
そ
れ
は
叉
外
国
貿
易
の
独
占
及
至
優
先
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
代
官

の
性
格
志
此
の
点
に
集
約
さ
れ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
更
に
、
此
等
が
秀
吉
個
人
の
購
入
を
意
味
す
る
を
思
ふ
時
、
秀
吉
政
権
の
構
成
が
圏
内

つ
あ
っ
た
事
を
認
識
し
得
ょ
う
。

農
業
生
産
力
や
商
業
資
本
に
立
脚
し
て
ゐ
た
と
共
に
、
そ
の
意
欲
は
、
更
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
、

（

1
）
東
西
交
渉
史
論
上
巻
、
渡
辺
世
佑
「
我
が
史
料
よ
り
見
た
る
戦
国

時
代
東
西
交
渉
史
」
所
収
、
鍋
鳥
文
書

（

2
）
長
崎
志
第
一
巻
、
秀
者
公
被
禁
郊
宗
門
ヲ
長
崎
御
料
所
一
一
一
夜
仰
付

事
、
ノ
項

（

3
）
岡
本
良
知
「
十
六
世
紀
日
欧
交
通
史
の
研
究
」
幸
田
成
友
「
日
欧

通
交
史
」
辻
善
之
助
「
海
外
交
通
史
話
」
等
を
、
代
表
的
論
者
と
す
る

（

4
）
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
木
下
杢
太
郎
訳
「
日
本
脅
翰
」
六
五
頁
七

七
頁

（

5
）
岡
本
良
知
「
十
六
世
紀
日
欧
交
通
史
の
研
究
、
第
三
編
ポ
ル
ト
ガ

一
－
一
、
長
崎
奉
行
の
性
格

ス
ペ
イ
ン
、
中
国
等
の
外
国
資
本
に
も
発
展
し
つ

ル
人
の
日
本
通
商
」
ノ
項

（

6
）
同
昔
、
第
四
章
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
イ
ス
バ
ニ
ア
船
年
次
考
引
用

。
目
立
国
田
園
・
出
－

N
怠・

（

7
）
増
補
長
崎
略
史
下
巻
所
収
、
外
国
商
法
治
革
志
上
三
八
八
頁

（

8
）
同
書
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
木
下
杢
太
郎
訳
「
白
本
書
翰
」

七
八
頁

（

9
）
問
書
、
同
頁

（

m）
東
西
交
渉
史
史
論
上
巻
、
渡
辺
世
祐
「
我
が
史
料
よ
り
見
た
る
戦

国
時
代
東
西
交
渉
史
」
所
収
、
鍋
島
文
書

長
崎
奉
行
の
性
格
を
論
ず
る
に
当
り
注
目
す
べ
き
は
、
長
崎
に
派
遣
注
れ
た
政
府
の
監
督
機
関
で
あ
り
乍
ら
、
奉
行
が
町
政
面
に
於
け
る
行



政
司
法
権
を
具
備
し
て
ゐ
な
い
事
で
あ
る
。

元
亀
元
年
（
一
五
七

C
）
、
大
村
純
忠
に
よ
り
分
割
整
理
さ
れ
た
際
は
僅
か
六
町
で
ゐ
っ
た
長
崎
も
、
文
禄
元
年
二
五
九
二
）
二
三
町
、

慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
外
町
設
置
、
元
和
元
年
に
は
八
百
三
拾
四
石
の
地
に
四
十
の
町
数
と
膨
張
し
（
長
崎
志
可

ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の

「
日
本
書
翰
」
に
依
れ
ば
、
住
民
は
挙
げ
て
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
り
、
学
林
・
大
駐
在
所
を
有
す
る
キ
リ
ス
ト
教
都
市
の
観
が
あ
っ
た
。
構
成
市

民
は
、
在
来
の
漁
農
民
に
加
え
て
、
耶
蘇
教
の
亡
命
者
・
逃
亡
者
・
追
放
者
に
、
日
本
商
人
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
・
外
国
商
舘
従
業
員
・
通
訳

－
仲
介
入
等
が
混
在
し
（
岡
本
良
知
一

4

十
六
悦
紀
日
欧
交
通
史
の
研
究
、
第
三
縦
三
章
」
）
、
彼
等
に
依
る
喧
喋
・
豪
容
が
現
今
の
新
興
貿
易
都
市
、
基

地
の
問
題
等
を
現
出
せ
し
め
て
ゐ
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、

に
も
拘
ら
ず
、
。

2
－z
z
の
報
告
に
見
ゆ
る
、
ー
ー
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回
目
ニ
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宮
口
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0
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MOロ
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PHMMwh）

の
一
節
よ
り
考
察
さ
れ
る
自
治
制
の
円
滑
な
る
運
営
は
、
天
正
十
五
年
任
命
さ
れ
文
禄
元
年
に
は
外
国
貿
易
さ
え
行
っ
て
ゐ
た
町
年
寄
遥
の
合

議
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
（
長
崎
志
、
崎
陽
部
談
）
。
加
之
、
同
じ
く
富
有
な
る
貿
易
商
人
の
末
次
・
荒
木
氏
等
更
に
は
巨
万
の
富
者
と
称
さ
れ

代
官
と
し
て
外
町
を
管
理
し
て
ゐ
た
村
山
等
安
の
存
在
等
が
列
挙
さ
れ
得
ょ
う
し
、
奉
行
の
在
住
が
外
舶
在
港
時
五
・
六
月
よ
り
十
月
頃
迄
の

長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

八．



長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

八白

み
で
あ
っ
た
事
も
自
治
に
基
因
レ
、
更
に
自
治
を
発
展
せ
し
め
る
逆
因
と
な
っ
た
事
も
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
、
領
主
権
力
及
至
支
配
権
力
に

対
抗
す
る
商
業
資
本
家
層
に
代
表
会
れ
る
市
民
的
勢
力
の
都
市
自
治
の
確
立
は
、
堺
を
始
め
同
時
期
の
園
内
に
於
い
て
も
指
摘
し
得
る
現
象
で

あ
っ
た
。
故
に
、
寺
沢
志
摩
守
広
高
の
奉
行
屋
敷
設
置
・
市
街
拡
張
・
制
札
場
、
大
波
止
の
設
定
・
小
笠
原
一
庵
の
与
力
拾
人
に
加
へ
て
五
人

の
町
使
設
置
等
も
（
長
崎
志
）
、
実
質
的
に
長
崎
自
治
に
影
響
な
く
、

幕
府
が
寛
永
十
年
二
月
十
一
日
に
至
り
竹
中
妥
女
正
処
分
と
共
に
、
曽

我
叉
左
衛
門
吉
耐
及
び
今
村
侍
四
郎
正
見
等
二
名
の
奉
行
制
を
創
設
し
て
交
替
勤
務
と
し
（
長
崎
年
表
）
、
島
原
乱
後
は
、
同
十
五
年
よ
り
奉
行

の
長
崎
在
住
を
命
じ
、
天
和
三
年
二
月
に
は
長
崎
に
於
け
る
町
人
の
帯
万
禁
止
、
毘
徳
五
年
正
月
十
一
日
発
布
の
所
謂
正
徳
新
令
中
に
は

「
て
長
崎
地
下
人
諸
願
公
事
訴
訟
等
自
今
以
後
ハ
町
年
寄
に
不
任
置
奉
行
所
に
お
い
て
可
有
裁
断
事
」

等
の
一
条
を
捜
入
し
て
ゆ
く
過
程
は
（
徳
川
禁
令
考
、
第
四
巻
、
三
一
二
、
地
方
宙
実
勤
万
三
圏
内
封
建
制
強
化
の
本
質
た
る
幕
府
権
力
の
確
立
の
基

礎
工
作
と
レ
て
、
長
崎
自
治
制
の
有
す
る
在
地
の
行
政
司
法
権
の
奉
行
権
へ
の
吸
収
統
合
と
見
ら
れ
る
。

そ

の

て

耶

蘇

教

取

締

り

長
崎
代
官
設
置
の
第
一
因
に
、
貿
易
独
占
を
指
摘
し
得
ょ
う
と
も
、
耶
際
教
取
締
り
も
其
の
任
の
重
要
部
門
で
あ
っ
た
事
は
勿
論
で
あ
る
。

慶
長
の
長
崎
奉
行

1
l寺
沢
志
摩
守
蹟
高
・
小
笠
原
一
庵
入
道
為
宗
・
長
谷
川
左
兵
衛
藤
陪

l
は
、
緩
急
の
差
こ
そ
あ
れ
何
れ
も
禁
教
を
実
施

し
て
そ
り
、
寺
沢
志
摩
守
と
長
谷
川
左
兵
衛
は
そ
の
積
極
的
取
締
り
の
為
、
加
藤
清
正
と
共
に
レ
オ
ン
・
パ
ヂ
エ
ス
よ
り
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

三
大
悪
敵
」
と
形
容
さ
れ
て
ゐ
る
。

志
摩
守
の
禁
教
は
赴
任
と
同
時
に
長
崎
に
於
げ
る
教
会
堂
の
破
壊
に
始
ま
り
、

奉
行
退
任
後
も
慶
長
十
九
年
大
迫
害
参
加
と
積
極
的
で
あ

る
。
慶
長
四
年
オ
ル
ガ
ン
チ
ノ
に
依
る
家
出
吹
へ
の
禁
教
緩
和
要
請
、
セ
ル
ケ
イ
ラ
の
天
草
退
避
、
繁
瀕
な
る
会
堂
礼
拝
堂
の
破
壊
命
令
、
自
領

天
草
ぞ
代
償
と
し
て
も
と
切
望
し
た
一
部
大
村
領
の
下
付
が
、
宣
教
問
と
大
村
・
有
馬
両
侯
の
妨
害
よ
り
実
現
不
可
能
と
な
っ
た
一
事
自
に
基
く

有
馬
・
大
村
両
侯
領
内
布
教
保
護
の
指
摘
等
と
？
）
、
取
締
り
は
崎
烈
さ
を
加
え
、

為
に
却
っ
て
中
央
政
府
の
宗
教
貿
易
の
均
衡
弾
力
策
と
対



立
し
、
自
己
の
立
場
を
孤
立
化
し
、
慶
長
八
年
村
山
等
安
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
両
人
の
家
康
面
鵠
後
罷
免
さ
れ
る
結
果
と
な
り
、
長
崎
は
勝
一
時
、
等

安
等
四
人
の
頭
人
に
委
任
さ
れ
て
ゐ
る
♀
υ
。
然
し
そ
の
反
面
文
禄
二
年
六
月
ガ
ス
パ
ル
・
ピ
ン
ト
l
の
秀
吉
面
謁
斡
旋
、
翌
三
年
三
月
一
四
日

の
パ

l
ド
レ
の
長
崎
滞
在
、
住
院
会
堂
建
設
の
許
可

nz、
慶
長
五
年
家
康
よ
り
禁
教
緩
和
を
命
ず
る
急
使
の
下
向
以
降
の
宣
教
師
と
の
知
陸
、

同
七
年
新
城
建
設
地
士
山
岐
に
於
け
る
天
主
堂
建
立
許
可
と
円
4
Y
布
教
保
護
の
一
面
も
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
貿
易
の
盛
衰
と
共
に

緩
急
の
政
策
を
耶
隣
教
に
布
下
せ
ん
と
す
る
支
配
者
の
意
向
が
如
実
に
証
明
さ
れ
る
。

小
笠
原
一
庵
の
対
耶
儒
教
行
政
は
、
志
摩
守
に
比
較
す
る
と
極
め
て
消
極
的
な
る
仏
法
再
興
策
で
あ
っ
た
。
パ
ヂ
エ
ス
も
一
庵
に
顧
慮
す
る

と
こ
ろ
少
な
く
志
摩
守
と
左
兵
衛
を
痛
罵
し
て
ゐ
る
の
に
較
べ
て
奇
異
の
感
す
ら
懐
か
し
む
る
。
こ
れ
等
を
解
明
す
る
も
の
と
し
て
、
慶
長
八

年
安
南
国
大
都
統
一
陥
黄
と
の
交
渉
に
始
ま
る
海
外
諸
国
と
の
交
過
激
化
門
占
・
朱
印
船
貿
易
の
進
展
・
外
舶
入
港
数
の
増
加
等
に
表
現
さ
れ
る
貿

易
の
飛
躍
的
発
展
が
あ
り
、
且
彼
の
奉
行
任
命
の
理
に
「
上
略
、
長
崎
の
義
は
、
邪
宗
門
再
興
の
処
と
遼
上
聴
、
す
な
は
ち
四
月
、
小
笠
原
一

庵
と
申
し
て
、
法
体
人
を
以
て
差
下
さ
る
ハ
下
略
〉
」
n
a
u

「
家
康
公
御
意
に
は
、
長
崎
は
切
利
支
丹
発
興
の
所
な
れ
ば
、
坊
主
天
窓
の
者
を
遺

は
し
可
然
旨
に
て
則
、

一
庵
法
印
に
、
其
形
ち
に
て
奉
行
に
罷
下
り
ハ
下
略
〉
」
0

・u
と
史
料
の
伝
え
る
如
く
「
僧
籍
の
大
名
」
が
、
そ
の
理
由

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
従
っ
て
僧
道
智
の
孤
立
そ
助
け
、

一
向
宗
正
覚
寺
を
建
立
せ
し
め
、
弓
前
を
下
賜
し
て
再
興
に
務
め
し
め
る
等
守
u
の
仏

法
奨
励
に
よ
る
間
接
的
な
る
耶
蘇
教
圧
迫
策
を
取
っ
た
の
は
当
然
で
も
あ
ろ
う
し
、
中
央
政
府
に
於
い
て
も
想
定
さ
れ
た
宗
教
対
策
で
あ
ろ

ぅ
。
パ
ヂ
エ
ス
が
志
摩
守
を

「
心
の
底
か
ら
ギ
リ
シ
タ
ン
の
敵
」
と
呼
ぴ
、

左
兵
衛
を
「
仏
徒
の
魁
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
に
比
較
レ
、

一
庵
を

「
ポ
ル
ト
ガ
ル
関
係
用
務
の
監
督
者
」
円
ψ
u

と
記
述
し
て
ゐ
る
の
は
、

一
庵
の
宗
教
行
政
に
代
表
さ
れ
る
幕
府
の
政
策
の
何
た
る
か
を
物
語
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

長
谷
川
左
兵
衛
赴
任
の
慶
長
十
一
年
乃
至
そ
れ
以
後
も
奉
行
の
禁
教
及
び
迫
害
の
積
極
性
は
な
く
、
十
五
年
威
福
寺
創
立
等
で
あ
る
が
、
慶

長
十
七
年
三
月
二
七
日
に
至
り
江
戸
・
長
崎
・
有
馬
に
突
然
「
伴
天
連
門
徒
御
制
禁
也
、
若
違
背
之
族
者
忽
不
可
遁
其
罪
科
事
」
の
禁
令
発
布
さ

長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

八



長
崎
奉
f
g
A
H
谷
川
左
兵
衛
論
考

八
四

れ
門
也
、
左
兵
衛
は
九
州
に
下
向
し
て
ゐ
る
。

パ
ヂ
エ
ス
は
、

乙
の
禁
令
下
布
の
理
由
の
一
を
左
兵
衛
及
び
そ
の
他
の
侍
臣
の
策
動
と
し

nu、

ク
ラ
ツ
セ
は
日
本
西
教
史
中
に
「
家
康
は
藤
債
と
相
談
し
、
欧
州
の
教
会
及
び
日
本
人
の
基
督
教
徒
其
他
寺
院
の
執
事
を
日
本
内
地
よ
り
駆
逐

せ
ん
と
欲
し
た
」
と
記
述
し
、
左
兵
衛
個
人
の
罪
と
論
じ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
関
し
先
学
の
論
説
も
多
い
が
、
筆
者
は
、
そ
の
最
大
原
因
に
慶
長

十
四
年
七
月
二
五
日
オ
ラ
ン
ダ
人
に
下
付
さ
れ
た
通
商
許
可
朱
印
状
を
指
摘
し
た
い
。
三
河
一
撲
に
苦
汁
の
経
験
を
有
し
、
天
正
元
年
の
長
崎

ポ
ル
ト
ガ
ル
領
下
、
サ
ン
フ
エ
リ
ツ
ぺ
号
乗
員
の
証
言
・
有
馬
晴
信
・
岡
本
大
八
一
件
、
禁
教
に
対
抗
す
る
耶
蘇
教
徒
の
殉
教
の
蟻
烈
等
を
悉

知
し
つ
つ
も
本
格
的
迫
害
を
敢
行
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
幕
府
が
徹
底
的
迫
害
が
貿
易
衰
退
を
意
味
す
る
を
考
慮
し
た
る
に
あ
っ
た
事
は
疑
ふ

余
地
が
な
か
ろ
う
。
故
に
、
鹿
長
五
年
耶
．
鯨
教
と
関
係
な
い
オ
ラ
ン
ダ
・
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
組
合
派
遣
の
リ
l
フ
デ
ロ
え
含
号
の
漂
着
に
始
ま

る
同
十
四
年
蘭
人
の
平
一
戸
商
館
設
置
、

ア
ダ
ム
ス
の
英
人
貿
易
誘
引
の
劃
策
、
同
十
六
年
ブ
ラ
ッ
ク
盟

R
W
号
の
入
港
、
更
に
は
唐
船
来
航

激
佑
は
、

ア
ダ
ム
ス
や
蘭
人
に
対
す
る
家
康
の
異
常
の
待
遇
と
共
に

G
U
本
格
的
取
締
り
の
時
期
到
来
を
自
覚
せ
し
め
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

禁
令
は
先
ず
有
馬
領
に
於
い
て
左
兵
衛
の
監
督
に
よ
り
峻
烈
に
実
施
さ
れ
た
。
有
馬
直
純
と
し
て
は
、
亡
父
晴
信
死
罪
の
汚
名
返
上
、
取
締
り

が
襲
位
後
初
の
施
政
に
当
る
等
の
事
情
よ
り
、
殉
教
者
製
作
の
必
要
に
迫
ら
れ
重
臣
四
名
の
火
刑
ぞ
始
め
と
し
て
領
民
に
苛
責
な
き
迫
害
棄
教

を
追
っ
た
o

江
戸
に
於
い
て
も
こ
の
迫
害
は
小
屋
程
度
の
教
会
に
迄
徹
底
し
、
翌
十
八
年
十
二
月
十
九
日
、
大
久
保
相
模
守
忠
隣
は
西
国
切
利

支
丹
禁
制
の
総
奉
行
の
任
ぞ
受
け
、
翌
年
正
月
一
九
臼
着
京
し
て
、
京
都
に
於
け
る
寺
院
の
破
壊
、
教
徒
の
追
放
を
開
始
し
た
が
、
十
八
年
十
ニ

月
二
三
日
崇
伝
に
依
り
作
成
献
上
会
れ
た
全
国
大
名
領
に
及
ぶ
長
女
の
禁
令
が
秀
忠
朱
印
ぞ
以
て
発
布
さ
れ
、
捕
縛
さ
れ
た
教
徒
百
余
名
は
、

内
藤
如
安
、
高
山
右
近
等
の
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
共
に
長
崎
に
集
約
せ
し
め
ら
れ
た
。
長
崎
も
十
九
年
六
月
廿
一
日
上
使
山
口
駿
河
守
直
友
の

到
著
と
共
に
、
鍋
島
信
濃
守
、
寺
沢
志
摩
守
、
有
馬
佐
衛
門
位
、
大
村
民
部
少
輔
、
松
浦
壱
岐
守
等
が
軍
兵
を
率
い
て
寺
院
の
破
壊
に
当
っ
て

を
り
、
左
兵
衛
は
こ
の
取
壊
し
検
分
後
、
有
馬
直
純
日
向
転
封
の
後
見
人
を
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
が
お
す
有
馬
領
は
鍋
島
、
大
村
、
松
浦
三
侯
の

分
割
警
備
と
な
り
、
此
の
間
の
消
息
を
鍋
島
信
濃
守
の
害
状
は
「
上
州
ぷ
之
御
状
に
も
、
内
衆
被
差
越
、
御
審
可
被
仰
付
候
出
候
問
、
若
後
日



御
代
官
衆
な
と
被
何
付
様
ニ
候
得
ハ
其
時
ハ
如
何
候
ハ
ん
と
す
る
哉
と
存
候
儀
長
谷
川
左
兵
衛
殿
へ
御
談
合
候
而
被
指
図
次
第
可
然
候
は
哉

マ
ニ
ラ
に
追
放
し
、
更
に
長
崎
周
辺
よ
り
有
馬
に
出
向

下
略
」
と
伝
へ
て
ゐ
る
。
続
い
て
九
月
二
四
日
宣
教
師
及
ぴ
捕
縛
教
徒
を
マ
カ
オ
、

し
、
山
口
駿
河
守
直
友
、
間
宮
権
左
衛
門
と
共
に
肥
前
・
薩
摩
の
軍
兵
一
万
を
指
揮
し
て
教
徒
に
改
宗
を
迫
り
、
特
に
、
口
津
に
て
大
坂
冬
の

陣
勃
発
の
連
絡
受
領
後
は
時
白
を
急
い
で
、
拷
聞
は
最
も
惨
酷
さ
を
加
え
、
十
月
二
四
日
長
崎
に
帰
着
、
再
び
取
締
り
を
実
施
せ
ん
と
し
て
冬

の
陣
参
加
を
命
ぜ
ら
れ
上
坂
、
周
年
十
二
月
一
四
日
堺
奉
行
兼
任
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
左
兵
衛
を
主
と
し
て
慶
長
期
の
三
奉
行
々
政
に
把
握
さ
れ
る
耶
蘇
教
取
締
り
は
、
奉
行
の
性
格
の
一
面
を
立
証
す
る
も
の
で

あ
り
、
夫
々
の
急
緩
急
の
差
違
は
、
奉
行
個
人
の
地
位
、
性
格
よ
り
も
、
秀
吉
、
家
康
等
の
支
配
権
力
構
成
の
方
策
と
し
て
、
表
面
に
は
耶
訴

ギ
リ
ス
の
出
現
と
共
に
本
格
的
禁
教
の
道
を
辿
っ
た
も
の
と
考
察
す
る
。

教
の
反
封
建
的
・
反
租
先
崇
拝
的
性
格
を
高
唱
し
つ
つ
も
、
内
面
、
貿
易
の
推
移
と
表
裏
一
体
を
な
し
、
耶
蘇
教
を
同
伴
せ
ぬ
オ
ラ
ン
ダ
、
イ

（
1
）
レ
オ
ン
・
バ
ヂ
エ
ス

巻
、
六
五
頁

（
2
）
同
書
上
巻
、
一
三
四
頁

（
S
）
長
崎
市
史
通
交
貿
易
編
、
西
洋
諸
国
部
、
一
五
三
頁
所
収
、
パ
l

ド
レ
・
ベ
ド
ロ
・
ゴ
メ
ス
の
報
告

（
4
）
レ
オ
ン
・
パ
ヂ
エ
ス
吉
田
小
売
郎
訳
「
日
本
切
支
丹
宗
門
史
」

上
巻
、
八
七
頁

（
5
）
外
蕃
書
翰
．
大
日
本
史
料
十
二
編
之
二
所
収
、
「
異
国
近
年
御
書

草
案
」

（
6
）
大
日
本
史
料
十
二
編
之
一
、
慶
長
八
年
四
月
是
月
ノ
条
、
一
所
収
、

「
長
崎
由
来
記
」

（
7
）
同
替
、
同
条
所
収
、

吉
田
小
五
郎
訳
「
日
本
切
支
丹
宗
門
史
」
上

「
五
本
長
崎
記
」

長
崎
容
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

（
8
）
長
崎
賞
録
大
成
第
五
巻
、
－
六
八
頁

（9
）
レ
オ
ン
・
パ
ヂ
エ
ス
吉
田
小
五
郎
訳
「
日
本
切
支
丹
宗
門
史
」

上
巻
一
八
二
頁

（
却
）
図
書
刊
行
会
本
、
史
籍
雑
纂
第
二
所
収
、
「
駿
府
記
」

（
日
）
レ
オ
ン
・
パ
ヂ
エ
ス
吉
田
小
五
郎
「
白
本
切
支
丹
宗
門
史
」

上
巻
、
二
六
九
頁

（
辺
）
大
日
本
史
料
十
二
編
の
八
所
収

〈
O
M『
血
肉
店
側
町
内
凶
同
冊
目
白
田
町
『
色
目
。
曲
目
同
l
Hロ
色
町
四
回
・
ロ
ロ
色
相
同
司
』
四
時
而
『

4
5ロ
叩
同
出
回
N

H

M
喝－

g
l∞叫・

（
臼
）
大
日
本
史
料
十
二
編
の
十
四
、
慶
長
十
九
年
七
月
是
月
所
収
「
有

馬
伝
記
」
「
歴
代
参
考
」

八
五



長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

八
六

そ
の
こ
、
将
軍
の
貿
易
品
購
買

天
正
一
九
年
ご
五
九
一
）
八
月
一
九
日
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
よ
り
積
載
金
塊
を
独
占
せ
ん
と
し
、
兵
力
を
以
て
之
を
包
囲
し
粉
争
を
惹
起
し

た
代
官
鍋
島
飛
弾
守
直
茂
の
行
為
は
、
秀
吉
の
特
定
物
資
に
対
す
る
貿
易
独
占
を
実
施
せ
ん
と
す
る
代
官
の
性
格
を
明
瞭
に
一
不
す
も
の
で
あ
る

が
、
支
配
者
階
級
の
貿
易
品
独
占
乃
至
先
買
の
史
実
は
古
く
か
ら
あ
る
。
既
に
平
安
期
に
於
い
て
、
関
市
令
に
「
凡
官
司
未
交
易
之
前
不
得
私

共
諸
蕃
交
易
、
為
人
一
札
獲
者
二
分
、
其
一
分
賞
札
人
、
分
没
官
、
若
宮
司
於
其
所
部
提
獲
者
没
宮
」
と
告
示
し
て
い
る
が
？
u
森
克
巳
先
生
は
、

之
に
関
し
夙
に
政
府
の
先
買
穣
存
在
を
指
定
さ
れ
、
湖
海
国
と
の
交
易
の
場
合
は
、
京
都
に
於
い
て
は
、
大
蔵
省
か
ら
一
部
、
録
、
史
生
、
蔵
部

債
長
等
が
、
叉
内
蔵
寮
か
ら
は
そ
の
官
吏
、
時
に
内
蔵
頭
自
身
が
出
張
し
て
需
要
品
を
買
ひ
上
げ
た
の
で
あ
り
、
太
宰
府
よ
り
大
陸
商
船
の
来

着
が
奏
報
さ
れ
れ
ば
、
蔵
人
一
人
、
出
納
一
人
が
太
宰
府
に
下
向
し
来
た
り
、
外
国
船
の
積
載
貨
物
を
臨
検
し
、
先
買
権
を
行
使
し
て
公
的
貿

易
を
行
ひ
、
残
品
を
民
間
人
に
交
易
せ
し
め
、
直
接
の
管
理
局
は
蔵
人
所
で
あ
っ
た
事
を
指
適
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
h
s
u

近
世
に
於
け
る
貿
易
先
買
権
は
、
平
安
期
が
蔵
人
所
の
管
掌
す
る
と
乙
ろ
で
あ
っ
た
の
に
比
較
し
、
長
崎
奉
行
に
よ
る
将
軍
個
人
の
優
先
乃

至
は
特
定
商
品
の
独
占
と
い
う
型
態
と
な
っ
て
お
り
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
六
月
長
崎
に
入
港
し
た
イ
タ
リ
ア
商
人
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ

ル
テ
ツ
テ
イ
司
E
H
H
n
o
聞の一。。
mユ
旦
巴
は
乙
の
事
に
関
し
、

「
上
略
、
翌
朝
、
上
陸
の
前
に
、
奉
行
所
役
人
達
が
、

フ
イ
ワ
ツ
ピ
ン
諸
島
並
び
に
そ
の
周
辺
よ
り
輸
入
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
っ
た
上
等
の

陶
器
を
入
手
せ
ん
と
し
て
、
全
船
員
、
商
人
や
旅
客
の
所
持
品
の
捜
索
し
た
が
、
乙
れ
は
、
日
本
に
於
け
る
最
高
権
力
者
の
命
に
依
っ
た
も

の
で
あ
り
、
役
人
達
は
、
こ
の
王
命
に
は
死
を
堵
し
て
も
守
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
王
は
、
陶
器
の
独
占
購
入
を
、
欲
し
て
ゐ

た
か
ら
」

（吋

F
i
z
z－R
a
o
g
a
〉
曲
目
白

anω
。n
z
q
a
E
H
u
g・
ω巾
noZω
巾

4Mg
〈

o－
－
由
・
噌
・
叶
・
）

と
記
述
し
て
、

フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
諸
島
よ
り
輸
入
す
る
獲
に
関
す
る
秀
吉
の
絶
対
権
力
に
立
つ
独
占
権
の
脊
在
を
伝
え
、
同
時
に
、

「
ハ
上
略
）
此
等
の
商
品
の
捜
索
を
、
完
全
に
奉
行
所
役
人
達
が
終
了
す
る
と
す
μ
＼
吾
々
は
、
荷
物
の
陸
揚
と
上
陸
を
許
可
さ
れ
た
。
」



と
、
秀
吉
の
至
上
命
令
に
依
り
先
買
権
を
行
使
す
る
奉
行
所
役
人
の
行
動
に
言
及
し
て
ゐ
る
す
u

。

こ
れ
等
の
行
動
は
、
前
述
し
た
森
先
生
の

指
摘
さ
れ
た
平
安
期
に
於
げ
る
蔵
人
所
の
処
置
、
及
び
天
正
十
九
年
八
月
十
九
日
ポ
ル
ト
ガ
ル
舶
の
積
載
金
塊
を
秀
命
の
命
に
よ
り
独
占
せ
ん

と
し
た
鍋
島
直
茂
の
行
動
と
同
一
で
ゐ
り
、
支
配
者
階
級
の
外
国
貿
易
へ
の
観
念
、
認
識
が
察
知
さ
れ
る
。
乙
の
後
も
、
慶
長
六
年
家
康
の
商

品
購
入
の
為
長
崎
に
下
向
し
て
来
た
志
摩
守
の
家
臣
が
、
通
詞
ロ
ド
リ
ゲ
ス
を
介
せ
ず
し
て
、
購
入
に
失
敗
し
た
事
が
あ
り
す
三
小
笠
原
一

庵
在
任
中
に
創
始
さ
れ
た
糸
割
符
商
法
も
、
五
ケ
所
商
人
に
代
表
さ
れ
る
大
資
本
家
層
が
支
配
権
力
と
結
束
し
た
優
先
貿
易
と
認
知
し
得
よ

う
官
u
。
然
か
も
、

こ
の
将
軍
の
購
買
官
的
性
格
は
「
皇
帝
側
近
の
電
臣
」

ハ
司
ユ
ロ
丘
四
M
m
L
g
oロ

ωσ
。
己
5
0
H
W
吉田
U
O
吋。ロ円〉円
J
と
呼
ば
れ
た

左
兵
衛
に
至
る
と
一
層
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。

（
勿
論
、
外
国
貿
易
管
理
の
任
を
稽
び
た
る
政
府
の
派
遣
官
と
し
て
外
舶
に
接
す
る
事
な
の

で
、
外
国
奉
行
的
性
格
と
、
将
軍
の
購
買
官
的
性
格
と
を
判
然
と
識
別
す
る
は
困
難
で
あ
る
が
、
行
動
の
内
容
ぞ
常
識
的
に
判
断
す
る
事
に
よ

り
分
論
致
し
た
い
。
）
外
舶
が
入
港
す
る
と
、

外
国
奉
行
の
権
限
の
下
に
積
載
貨
物
目
録
・
将
軍
献
上
品
目
録
を
提
出
さ
せ
、
下
命
物
資
の
購

入
を
計
劃
し
た
も
の
で
あ
り
、
英
国
商
館
長
コ
ッ
ク
ス
モ
そ
の
購
買
官
的
性
格
に
、
困
却
し
た
事
実
が
、

「
上
略

彼
（
権
六
）
も
叉
、

コ
ッ
ク
ス
に
対
し
、
左
兵
衛
に
、
積
荷
の
細
目
を
報
告
し
、
皇
帝
が
何
を
欲
す
る
か
を
彼
（
権
六
）
が
知
る

迄
は
、
商
品
の
売
却
は
、
差
し
控
へ
る
べ
き
で
あ
る
事
を
忠
告
し
た
。
」

な
る
一
節
に
て
知
り
得
る
。

（ロ目白ミ

a
E
n
y即
時
色
。

Dnw曲
H
申
込
・

ω民
間
・

5
忌
の
項
を
参
照
に
し
た
も
の
）

更
に
は
、
購
入
物
資
の
価
格
決
立
も
、
奉
行
自
身
が
交
渉
し
、
例
を
鉛
に
と
る
と
、

「
上
略
、
彼
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
並
に
、
鉛
の
価
格
を
実
施
せ
ん
と
し
て
、
之
に
関
し
、
多
く
の
意
見
を
述
べ
た
が
、
結
局
一
ピ
コ
六
タ
イ
ス

で
意
見
が
一
致
し
た
。
」
守

と
あ
り
、
購
入
量
に
関
し
て
も
、

長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

八
七



長
崎
容
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

八
八

「
上
略
（
鉛
と
錫
を
）
購
買
せ
ん
と
し
て
左
兵
衛
殿
よ
り
大
炊
頭
や
上
野
介
に
提
示
し
て
来
た
と
、
両
者
が
報
告
す
る
以
上
の
多
量
の
鉛
と

と
あ
り
、 錫

を
、
皇
帝
が
、
欲
し
て
ゐ
る
か
否
か
に
関
し
て
の
返
答
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
、
」

2
u

乙
れ
等
は
慶
長
十
六
年
七
月
一
日
蘭
船
ブ
ラ
ッ
ク
号
入
港
に
も
同
様
で
あ
り
‘
困
却
し
た
蘭
人
が
奉
行
の
優
先
購
買
を
拒
否
し
、
交

渉
を
中
止
せ
ん
と
し
て
平
一
戸
侯
に
要
請
し
、
却
っ
て
平
一
戸
侯
よ
り
将
軍
の
支
配
権
力
の
絶
対
性
そ
説
論
会
れ
て
甘
受
し
た
事
実
も
あ
る
nmuo
辻

善
之
助
民
が
「
海
外
交
通
史
話
」
中
に
、
家
康
の
財
産
目
録
よ
り
彼
の
貿
易
活
動
を
傍
証
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
同
じ
問
題
と
思
は
れ
る
。
し
か
も

家
康
の
み
で
な
く
、
秀
忠
の
時
も
、
将
軍
の
先
買
権
を
利
用
し
て
買
占
め
た
商
品
が
、
更
に
圏
内
向
に
売
り
出
さ
れ
た
事
も
、

「
上
略
、
本
白
吾
々
は
、

一
ピ
コ
三
百
十
ニ
タ
イ
ス
に
て
生
糸
を
売
却
し
た
が
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
皇
帝
の
手
持
の
生
糸
が
現
在
売

り
に
出
さ
れ
、
吾
々
よ
り
高
値
と
の
事
で
あ
る
」

な
る
コ
ッ
ク
ス
の
日
記
が
之
を
記
述
し
て
ゐ
る
の
を
思
う
と
、
将
軍
の
貿
易
商
人
佑
は
確
実
性
を
待
び
て
来
る
。
し
か
も
、
か
か
る
左
兵
衛
の

購
買
計
劃
、
購
入
報
告
等
に
関
す
る
緊
密
な
る
連
絡
は
、

ぺ
l
タ
l
・
プ
ラ
ッ
ト
よ
り
、

‘
富
山
由
円
。
円
。
同

5
0
宮
宮
門
Z

と
呼
ば
れ
、
ド
ン
・

ロ
ド
リ
ゴ
よ
り
、

E
H
V円

g
E
O口
百
円
四
巳

n
oロ
mo』
白
色
。
出
向
丈
日
目
。
ロ
門

Uww
（
財
務
顧
問
会
議
長
）
と
呼
ば
れ
た
金
座
・
銀
座
の
改
役
で
、
家
康
の

側
近
と
し
て
貿
易
そ
の
他
を
管
掌
し
た
後
藤
庄
三
郎
光
次
に
直
結
さ
れ
て
ゐ
る
。

（
圧
三
郎
と
左
兵
衛
の
連
絡
動
向
は
そ
の
優
、
側
近
外
交
の

実
態
で
あ
る
。
）

コ
ッ
ク
ス
も
、
左
兵
衛
と
庄
三
郎
と
を
外
交
貿
易
の
主
柱
的
人
物
と
し
、

「
上
略
、
吾
々
は
、
皇
帝
・
後
藤
庄
三
郎
及
び
左
兵
衛
殿
よ
り
送
付
さ
れ
た
手
紙
を
上
呈
す
る
た
め
に
、
侯
邸
（
平
一
戸
侯
）
に
行
っ
た
。
」
2
M

を
始
め
、
両
者
の
連
繋
に
顧
慮
す
る
と
こ
ろ
多
く
、
プ
ラ
ッ
ト
も
家
康
の
死
去
に
際
し
、

「
上
略
、
後
藤
庄
三
郎
は
、
今
や
官
の
坊
目
と
な
り
、
左
兵
衛
殿
も
叉
坊
主
に
な
っ
た
」

E
U

と
併
記
し
、
特
に
「
家
康
の
側
近
外
交
」
の
徴
候
著
し
か
っ
た
彼
等
に
と
り
、
家
康
の
死
の
い
か
に
大
な
る
か
を
述
べ
て
ゐ
る
c

日
本
側
史
料



に
も
両
者
の
連
繋
は
明
瞭
で
あ
り
、
「
駿
府
記
」
の

慶
長
十
七
年
七
月
廿
五
日

今
日
大
明
商
船
及
び
昌
宋
帰
朝
商
船
共
廿
六
臨
着
長
崎
、
白
糸
二
十
荷
斤
余
載
来
由
、
長
谷
川
左
兵
衛
状
到
来
、
後
藤
少
三
郎
於
御
前
申

之
云
々

周
年
八
月
四
日

今
日
長
崎
飛
脚
到
来
申
云
、
去
日
ニ
三
目
黒
船
着
津
、
白
糸
十
四
万
斤
共
外
段
子
等
多
来
云
後
藤
少
三
郎
於
御
前
申
之
。

慶
長
十
八
年
六
月
五
日

従
長
崎
長
谷
川
左
兵
衛
湾
州
船
六
腹
着
岸
之
由
申
之
云
々
、
従
長
崎
飛
脚
到
来
唐
船
数
般
来
之
由
後
藤
圧
三
郎
申
之
云
々
。

等
の
記
事
は
、
乙
の
聞
の
消
息
を
代
表
す
る
も
の
と
云
ひ
得
る
。

か
か
る
奉
行
の
動
向
に
認
知
し
得
る
特
定
物
資
の
独
占
、
優
先
輸
入
、
価
格
並
び
に
購
入
量
の
決
定
等
は
、
側
近
の
財
政
実
施
者
と
直
結
し

に
、
将
軍
自
身
も
広
義
の
貿
易
商
人
化
し
て
ゐ
た
事
実
を
指
適
し
得
ょ
う
。

て
奉
行
が
貿
易
港
現
地
に
於
げ
る
将
軍
個
人
の
購
買
官
で
あ
っ
た
事
を
立
証
す
る
と
共
に
、
奉
行
に
付
与
せ
る
広
汎
な
る
監
督
統
治
権
の
陰

（
1
）
国
史
大
系
第
二
十
二
巻
、
令
議
解
巻
九
、
関
市
令

（
2
）
森
先
生
「
目
宋
貿
易
の
研
究
、
第
一
編
日
宋
貿
易
の
端
緒
的
型
態
、

第
四
章
太
宰
府
貿
易
の
展
開
」

（

3
）

吋

四

回

冊

。

回

『

H
2
a
U向
田
口

Oロ
司
巾
h
k
p白
目
白
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口

ω
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市
仲
可

O同
】
曲
目
M
田
口
・
司
・

J
1・
同

ν・
＠
・

（

4
）
レ
オ
ン
・
パ
ヂ
エ
ス
吉
田
小
五
郎
訳
「
日
本
切
支
丹
宗
門
史
f

一
上

巻
、
六
六
頁

（
5
）
箭
内
先
生
「
鎖
国
と
平
一
戸
商
人
団
」
史
淵
第
六
十
六
総
称
基
一
，
糸
剖

崎
長
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

符
制
の
展
開
」
廃
史
学
研
究
、
一
二
六
号

（

6
）
可
叩
耳
目
門
司
円
曲
一
件
同
U

回
目

mg司
可

O
同
］
国
間
》
同

HH・
開
門
出
片
品
弘
司
釦
曲
目
内
由
・
・
・
即
日
目
昨
日

y

。
】
回
目
唱
園
・

ω叩
nHH・
〉
ロ
仲

ω・
ω
n
g－
四
N
－
同
v
－

H
∞AH・

（

7
）

同

書

の

町

田

沼

園

・

ω巾
口
時
国
・
〉
口
同

N
・

ω巾
nω
・
同
M

－

N
お

・

（

8
）

口

四

回

同

可

O同
何
日
口
町
田
同
門
目
。
。
口
何
回
同
町

H白・

2
0
4・

HH・
同
町
・

（

9
）
阿
川
市
公
巾
門
司
円
白
神
神
山
一
民
間
印

g司
可
口
同
】
国
H
M
何
回
同
固
め
同
国
回
目
】
国

ω町立
N
・

〉

2
H・

ω印
口
市
ロ
巾
・
人
ナ

（
叩
）
大
日
本
史
料
十
二
編
之
八
所
収
「
和
蘭
国
海
牙
文
書
館
文
書
」

／「九

九



長
崎
車
中
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

九
0 

（

U
）

同

書

H
a
H
印・

2
0
4
・
N
3
v
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O
戸

H
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N
H
m
－

（
沼
）
の

ogt目。

ω白
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回
目
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O
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曲
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田
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0ロ
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町
田
曲
目
白

o
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ロ
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U
H
2
8ロ
宮
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丘
町
田
町
田
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町
内
】
宮
山
田
町
田
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円
O
U

同M
A
W
同
丹
市
国
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5
3
2呂
田
件
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円
可
口
同
】
白
M
M
国
民
・
。
吉
田
u
園
・

ω巾
口
同

H

・〈－－－
N
・司・］｛申・

そ
の
三

外

国

貿

易

管

理

長
崎
奉
行
の
性
格
よ
り
、
耶
一
勝
教
取
締
り
、
将
軍
の
貿
易
品
購
買
、
の
二
性
格
を
分
析
抽
出
す
れ
ば
、
結
晶
化
し
て
残
会
れ
る
問
題
は
常
識

的
観
念
よ
り
把
握
さ
れ
る
政
府
出
先
機
関
と
し
て
の
外
国
貿
易
管
理
で
あ
る
。

寺
沢
志
摩
守
属
高
の
貿
易
管
理
の
実
態
は
、
時
折
長
崎
に
出
向
す
る
と
は
い
え
、
小
笠
原
一
庵
や
長
谷
川
左
兵
衛
等
と
異
り
、
家
老
谷
山
源

蔵
、
物
頭
岡
田
権
平
等
を
代
理
と
し
て
派
遣
し
て
の
行
政
で
あ
る
の
で
？
Y
顕
著
に
内
外
人
よ
り
顧
慮
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
が
、

そ
れ
で
色
、
明

自
に
指
摘
し
得
る
性
格
と
し
て
前
述
の
ニ
点
は
抽
出
し
得
た
。
残
る
貿
易
管
理
の
面
に
於
い
て
は
、
先
ず
文
禄
元
年
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
総
督
使
節

フ
ラ
イ
・
フ
ア
ス
・
コ
ボ
の
中
傷
よ
り
惹
起
き
れ
た
教
会
宗
派
閥
の
争
論
介
入
を
指
摘
し
得
ょ
う
。
志
摩
守
は
長
崎
に
布
告
を
掲
示
し
て
フ
イ

リ
ツ
ピ
ン
使
節
の
保
護
を
厳
命
す
る
と
共
に
、

こ
の
間
題
を
調
査
し
て
後
、
以
後
外
人
聞
の
紛
争
に
介
入
せ
ず
と
宣
言
し
て
ゐ
る
2uo
次
い
で

日
本
人
奴
隷
の
海
外
輸
出
禁
止
の
公
示

3
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）

ポ
ル
ト
ガ
ル
定
期
船
入
港
に
際
し
て
の
歓
待
、
慶
長
六
年
こ
六

O

一
）
十
月
六
日
、
家
康
の
書
翰
に
添
え
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
諸
島
長
官
に
新
イ
ス
パ
ニ
ア
と
の
通
商
を
希
望
し
、
渡
航
船
数
の
指
定
・
朱
印
状
下
付

許
可
の
意
向
を
主
旨
と
す
る
外
交
文
書
発
送
、
及
び
、
ド
ン
・
ぺ
ド
ロ
・
ア
ク
ニ
ア
総
督
よ
り
E
吋

m
g
gロ
ω
出
g
釦ロ
O
【

U
E
E－
－
と
警
か
れ

た
る
書
翰
の
受
領
等
、

こ
こ
に
も
所
調
外
問
奉
行
と
し
て
の
性
格
の
一
端
が
洞
察
さ
れ
る
。
小
笠
原
一
庵
の
場
合
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
関
係
用
務
の

監
督
者
」
と
呼
称
さ
れ
、
前
述
の
糸
割
符
商
法
創
始
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
関
す
る
一
庵
の
行
動
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
左
兵
衛
に
至
る

と
、
乙
の
性
格
は
鮮
明
に
、
描
写
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
一
端
と
し
て
元
和
二
年
（
一
六
二
ハ
）
八
月
二
三
日
英
国
人
に
下
付
会
れ
た
特
許
状
に

就
い
て



「
（
上
略
）
然
し
乍
ら
こ
の
制
限
は
、
（
左
兵
衛
殿
の
提
案
に
基
い
て
）
会
議
で
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

（
下
略
）
」
n
s
u

と
英
人
側
の
注
目
を
浴
び
て
を
り
、
朱
印
状
下
付
に
左
兵
樹
の
奉
行
と
し
て
の
言
質
の
強
大
な
る
を
記
述
し
、
コ
ッ
ク
ス
も
、

「
ハ
上
略
）
イ
1
ト
ン
君
は
、
左
兵
衛
殿
が
、
若
し
人
々
が
彼
の
手
紙
を
見
て
も
、
安
堵
し
な
い
な
ら
ば

（
私
も
そ
れ
に
つ
い
て
そ
の
時
は

忠
告
し
よ
う
と
思
う
が
）
彼
は
外
の
方
法
を
取
る
だ
ら
う
と
云
っ
た
と
、
私
に
報
告
し
て
来
た
。
」
円
二

と
交
渉
上
の
強
権
に
就
い
て
力
説
す
る
と
共
に
、
彼
の
日
記
の
多
く
の
頁
に
左
兵
衛
と
の
瀕
繁
な
る
交
渉
、
書
状
の
送
受
が
認
知
さ
れ
る
の

も
、
乙
れ
等
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
最
も
端
的
に
現
像
さ
れ
る
の
は
、
外
国
船
入
港
に
際
し
て
で
あ
る
。

ζ

れ
は
慶
長
十
四
年

五
月
三
十
日
、
パ
タ
ニ
よ
り
ニ
隻
の
蘭
船
入
港
に
際
し
て
の
奉
行
の
行
動
に
表
明
さ
れ
る
と
と
く
、
下
役
を
先
行
せ
し
め
、
奉
行
自
身
の
外
国

船
訪
聞
に
始
ま
り
、
積
荷
目
録
の
提
出
、
将
軍
へ
の
献
上
品
の
報
告
要
請
？
u
、
及
び
駿
府
記
に
も
見
ゆ
る
。

慶
長
十
七
年
八
月
四
日

今
日
長
崎
飛
脚
到
来
申
云
去
月
一
一
一
二
目
黒
船
着
津
白
糸
十
四
万
斤
其
外
段
子
等
多
来
云
（
下
略
）

の
知
く
中
央
政
府
へ
の
報
告
を
し
、
更
に
船
員
等
の
行
動
に
も
、

「
上
略
、
奉
行
の
命
に
よ
り
、
三
人
の
下
役
が
船
員
の
全
部
が
帰
っ
た
か
、
命
令
通
り
事
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
調
べ
る
た
め
に
乗
船
し
て

来
た
。
」

3

と
監
視
を
怠
ら
ず
、
取
引
さ
れ
る
貿
易
品
種
に
関
し
て
も
、
コ
ッ
ク
ス
日
記
に
見
ゆ
る
如
く
。

コ
六
一
七
年
十
周
十
七
日
。

（
上
略
）
彼
は
病
み
て
会
談
す
る
能
は
ぎ
り
し
が
、
小
銃
及
ぴ
甲
骨
の
購
入
は
、

朝
鮮
人
の
事
に
関
し
て
皇
帝
の
禁
止
せ
る
所
な
れ
ど

色
、
我
等
定
宿
の
主
人
其
他
の
者
が
、

一
時
に
三
四
づ
っ
供
給
す
る
は
差
支
へ
な
し
、
彼
は
之
を
黙
過
す
べ
し
と
伝
え
し
め
た
り
。
」

長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

九



長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

管
理
干
渉
し
て
い
る
o

（
引
い
司
崎
市
～
判
寸
忠
一
服
）
か
か
る
外
舶
入
港
に
際
し
て
の
奉
行
の
意
義
、
性
格
を
更
に
明
瞭
に
把
握
せ
し
め
る
の
は
、
慶
長

十
四
年
十
二
月
十
二
日
（
旧
暦
）
爆
説
会
れ
た
ア
ン
ド
レ
・
ベ
ツ
ソ
ア
〉
昆
話
回
司
自
由

g＝
坐
乗
の
マ
ア
ド
レ
・
デ
ウ
・
デ
ウ
ス
冨
包
円
。

丸，

a
o
u
o
z師
号
事
件
で
あ
る
令
）
O

こ
の
事
件
は
、
先
学
の
諸
論
に
研
究
・
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
内
容
は
省
略
す
る
が
、
家
康
の
伽
羅
に
対
す

る
欲
求
も
遠
因
の
一
と
み
な
さ
れ
る
。
慶
長
十
一
年
八
月
十
五
日
、
彼
は
占
峨
国
主
へ
、
鎧
六
領
・
具
足
六
・
大
刀
四
把
・
腰
刀
一
把
・
脇
刀

五
把
を
添
え

「
貧
国
所
懇
求
者
域
中
上
品
之
奇
楠
香
也
下
略
」

av

と
書
状
巻
発
送
し
て
ゐ
る
し
、
同
年
九
月
十
五
日
に
も
、
東
捕
寒
国
主
へ
。

-, 
於
貴
邦
所
懇
求
者
上
ロ
ロロ
奇
桶
香
也
委
悉
付
船
主
舌
頭
良E
A 

' 貼
金
持
風
五
隻
贈
進
之

下
略
」
G
M

と
書
送
り
、
同
様
主
旨
の
書
状
が
遁
羅
国
王
・
田
弾
国
王
に
も
発
送
さ
れ
て
ゐ
る
Q
M
q
慶
長
十
二
年
正
月
、
家
康
か
ら
占
城
国
よ
り
の
加
羅
購

入
を
下
命
さ
れ
、
占
域
国
船
の
入
港
が
な
い
た
め
困
却
し
て
ゐ
た
左
兵
衛
に
、
有
馬
晴
信
が
少
量
の
加
羅
を
入
手
し
て
家
康
に
献
上
し
た
る
事

よ
り
こ
の
事
件
は
発
生
し
て
ゐ
る
が
、
有
馬
派
遣
員
の
マ
カ
オ
に
於
げ
る
死
傷
、
翌
十
四
年
七
月
デ
ウ
ス
号
の
長
崎
入
港
、
左
兵
衛
の
調
査
、

報
告
、
晴
信
と
協
力
し
て
の
爆
油
、
終
了
後
の
残
荷
の
検
分
、

マ
カ
オ
元
老
院
へ
の
書
翰
発
送
S
Y
更
に
は
圏
内
問
題
と
な
っ
た
岡
本
大
八
事

件
と
な
り
、
大
八
の
火
刑
、
有
馬
晴
信
の
死
罪
、
更
に
は
遺
子
直
純
の
後
見
役
、
即
ち

態
一
書
申
入
侯
侃
有
馬
修
理
大
夫
岡
本
大
八
と
出
入
ニ
付
身
上
相
果
申
候
然
共
祉
式
左
衛
門
佐
ニ
被
下
候
為
領
分
仕
置
被
罷
而
下
侯
若
家
中

之
者
於
及
異
儀
族
ハ
成
敗
可
仕
之
旨
被
仰
出
候
自
然
左
衛
門
佐
不
及
力
モ
候
は
Y
、
可
被
致
加
勢
旨
御
意
候
委
細
ハ
長
谷
川
左
兵
衛
被
何
付

倹
可
被
成
其
心
得
侯

恐

々

謹
モ雪
国

本
多
上
野
介
正
純。

松
合
伊
賀
守
勝
重。



鍋
島
信
濃
守
殿

と
、
有
馬
領
政
補
佐
を
命
じ
ら
れ
Q
Y
直
純
延
岡
転
封
に
も
介
添
役
と
し
て
行
動
し
て
ゐ
る

auo
コ
ッ
ク
ス
等
は
、
乙
の
為
「
左
兵
衛
殿
は
、

有
馬
の
領
主
を
命
じ
ら
れ
た
o
」
（
認
J

i

～J
吋

J
E
P
E）
と
誤
認
し
て
ゐ
る
o

こ
の
外
に
も
外
人
側
と
の
交
渉
に
関
し
て
は
、
平
一
戸
侯

弟
（
信
辰
？
）
と
ス
ペ
イ
ン
人
聞
に
発
生
せ
る
t
の

ga一

O

ロ
5
・0
山田
Z

と
呼
ぶ
黒
人
奴
隷
の
取
引
を
め
ぐ
っ
て
も
平
一
月
侯
と
共
に
介
入
し
て
ゐ

る
Q
M
C
叉
、
外
国
使
節
参
府
に
際
し
で
も
、
慶
長
十
七
年
九
月
二
五
日
来
朝
し
家
康
に
謁
レ
た
ゴ
ア
の
使
節
ナ
レ
ツ
ト
及
び
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
の

使
節
東
上
に
際
し
て
の
、
行
旅
構
成
、
時
日
、
船
舶
に
対
す
る
綱
回
取
決
め
G
u、
同
十
九
年
八
月
入
港
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
船
長
東
上
に
際
し
て

許
可
を
与
え
ず
、
企
図
を
放
棄
せ
し
め
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
及
び
宣
教
師
達
よ
り
批
難
さ
れ
て
ゐ
る
事
実
等
は
内
己
、
外
国
奉
行
権
限
の
行
使
で

ら
3
3
0
ヘ
朝
鮮
及
び
琉
球
関
係
は
、
地
理
的
、
阪
史
的
事
前
よ
り
、
夫
々
、
宗
家
、
島
津
家
の
管
掌
で
あ
っ
た
。
J

J
c
t
ー

：

戸

九

州

以

外

の

外

舶

は

関

す

る

一

切

の

一

明

務

も

、

同

様

で

あ

お

。

」

就
中
、
こ
れ
等
干
渉
中
注
目
す
べ
き
は
諸
侯
に
対
す
る
貿
易
管
理
で
あ
っ
た
。
特
に
、
天
文
十
九
年
以
降
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
・
オ
ラ
ン

ダ
貿
易
を
続
行
し
て
来
た
平
一
戸
侯
に
対
す
る
監
視
乃
至
制
限
は
そ
の
最
と
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
o
慶
長
十
六
年
七
月
一
目
、
平
一
戸
に
入
港
し
た

オ
ラ
ン
ダ
舶

a
d
Eの
内
切
に
於
い
て
、
七
月
三
日
の
船
員
及
び
商
館
員
会
議
の
決
定
に
基
き
蘭
人
側
が
胡
槻
陸
揚
げ
の
許
可
を
平
一
円
侯
に
要
請
し

た
の
に
対
し
、
平
戸
侯
松
浦
鎮
信
よ
り
、
長
崎
奉
行
の
裁
決
権
が
領
主
裁
決
権
を
支
配
す
る
事
を
説
明
し
、
之
を
停
止
せ
し
め
た
る
一
事
ハ
ピ
、
叉

平
一
戸
侯
の
購
入
し
た
胡
槻
も
、
奉
行
の
許
可
が
な
い
為
商
人
の
購
買
に
支
障
を
来
し
、
蘭
人
側
が
千
二
百
ポ
ン
ド
以
上
の
損
失
を
招
い
て
ゐ
る

事
等
は
お
え
貿
易
諸
侯
へ
の
監
視
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
之
に
更
に
附
加
さ
れ
た
る
諸
侯
の
貿
易
監
視
に
、
漂
流
船
来
着
処
分
が
あ
る
。

漂
流
船
と
奉
行
と
の
関
係
が
始
め
て
見
ゆ
る
の
は
大
日
本
史
料
十
ニ
編
の
三
、
慶
長
十
年
是
歳
僚
に
あ
る

「
筑
球
船
平
一
戸
漂
着
と
小
笠
原

庵
」
の
記
事
で
あ
る
が
、
左
兵
衛
在
任
の
慶
長
十
一
年
六
月
に
も
外
船
来
著
の
事
実
が
あ
り
2
1
幕
府
は
、
左
兵
衛
の
処
置
に
一
任
す
る
事
を

島
津
家
久
に
命
じ
て
ゐ
る
が
、
漂
流
船
来
著
に
名
を
籍
る
諸
侯
の
貿
易
干
渉
の
主
な
る
対
象
は
、
数
に
於
い
て
諸
侯
と
比
す
べ
く
も
な
い
薩
摩

藩
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
、
強
論
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
諸
藩
の
財
政
に
対
す
る
一
種
の
大
目
付
的
意
義
を
有
し
た
も
の
と
思

長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

;IL 



長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

7し
四

は
れ
ま
い
か
。
最
後
に
残
念
れ
る
性
格
構
成
の
問
題
は
外
交
女
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
海
外
諸
国
へ
発
送
せ
る
書
翰
と
、
朱
印
状
要
請
の
添
状

に
二
分
さ
れ
る
。

最
初
の
書
翰
は
、
慶
長
十
四
年
正
月
に
発
送
会
れ
、
家
康
の
加
羅
所
望
を
奉
じ
た
も
の
で
あ
る
が
3
1
こ
れ
等
書
翰
は
い
ず
れ
も
円
光
寺
元

倍
、
林
羅
山
等
の
作
成
調
書
し
た
も
の
で
、
特
に
羅
山
の
文
案
作
成
に
な
っ
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
一
文
吾
掲
ヤ
る
と
。

日
本
国
臣
使
舶
司
長
谷
川
左
兵
衛
藤
贋
謹
呈
書
占
城
国
主
殿
下

風
舶
往
来
千
里
如
面
談
為
慰
為
喜
前
日
伽
羅
香
百
斥
来
吾
邦
遺
白
銀
臓
拾
貫
目
何
為
銀
多
市
香
少
哉
所
探
性
疑
也
有
佳
香
則
以
来
捕
案
乙

便
可
被
相
達
也
腰
乃
壱
柄
附
貴
使
去
是
吾
主
君
之
所
贈
於
殿
下
也
叉
被
物
ニ
領
被
寄
貴
夫
人
叉
ニ
領
被
寄
貴
姉
叉
ニ
領
被
寄
賞
姉
叉
二
領

被
寄
貴
妹
且
叉
吾
併
信
物
脇
万
壱
柄
獄
之
干
殿
下
以
住
益
々
修
盟
好
之
道
者
賞
有
泡
乎
及
有
倖
香
而
必
可
有
其
告
吾
邦
遣
人
須
買
取
之
所

乞
者
以
風
便
而
待
白
川
香
而
己
事
附
使
者
之
舌
頭
者
再
拝
頓
首
。

n
m
u

で
あ
り
、
翌
十
五
年
十
二
月
十
三
日
、
先
き
に
五
島
に
着
し
左
兵
衛
よ
り
報
告
さ
れ
て
ゐ
た
福
建
道
の
商
民
周
性
如
が
駿
府
に
至
り
、
洋
上
海

賊
船
多
く
渡
航
危
険
を
具
進
し
た
の
で
、
家
康
の
命
に
よ
り
左
兵
衛
よ
り
、
福
建
道
総
督
陳
子
貞
に
対
し
勘
合
符
に
言
及
し
た
文
書
が
発
送
さ

れ
、
同
時
に
周
性
如
に
対
し
て
は
、
左
兵
衛
を
通
じ
て
朱
印
状
が
下
付
さ
れ
て
ゐ
る
お
uo
叉
、
前
述
し
た
と
と
し
マ
ア
1
ド
レ
・
デ
ウ
ス
号
爆

沈
後
の
貿
易
再
聞
に
当
っ
て
も
、

マ
カ
オ
元
老
院
宛
に

日
本
国
臣
使
舶
可
長
谷
川
左
兵
衛
藤
広
呈
害
阿
嫁
港
諸
活
問
足
下
黒
舶
依
旧
到
来
相
待
在
弦
商
買
交
市
為
両
国
之
利
何
有
疎
隔
哉
前
日
五
和

国
使
者
東
称
柄
来
千
吾
邦
時
藤
広
在
長
崎
故
吾
君
主
不
与
株
番
印
一
十
魯
荊
今
藤
蹟
請
之
於
是
有
充
容
而
賜
疎
害
蓋
為
貴
港
不
一
回
山
都
盟
者
耶

明
夏
必
読
烏
舶
之
維
撹
於
長
崎
勿
作
猶
予
再
拝
不
宣
。

と
羅
山
文
集
に
あ
っ
て
8
u
、
外
国
奉
行
と
し
て
の
権
限
を
物
語
り
、
同
十
六
年
九
月
十
五
日
に
も
昌
宋
へ
通
商
要
請
の
書
翰
、
占
城
国
へ
伽
羅

所
撃
の
書
翰
発
送
し
、
同
十
六
年
に
は
安
南
国
大
都
統
よ
り
左
兵
衛
宛
の
書
翰
も
来
著
し
、
外
国
奉
行
と
し
て
海
外
諸
国
と
の
外
交
女
書
送



受
は
、
助
制
繁
を
加
え
て
ゐ
る
。

朱
印
状
に
対
す
る
添
状
は
、
朱
印
状
の
下
付
を
本
多
正
純
或
は
後
藤
庄
三
郎
に
取
次
紹
介
す
る
書
状
で
あ
る
。
異
国
渡
海
御
朱
印
帳
に
は
、

慶
長
十
四
年
正
月
十
一
日
パ
テ
レ
ン
・
卜
マ
ス
に
対
す
る
添
状
を
始
め
と
し
て
記
載
多
く
‘
慶
長
十
五
年
正
月
十
一
日
江
島
吉
左
衛
門
の
遅
羅

間
二
五
日
東
捕
葵
向
け
の
朱
印
状
の
下
付
は
、
左
兵
衛
の
取
次
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
お
v
。
そ
の
外
慶
長
十
六
年
正
月
十
一
日
、
松
浦
鎮
信
の

安
南
へ
の
渡
航
朱
印
状
Q
V
細
川
忠
興
の
還
羅
の
渡
航
朱
印
状
、
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
に
は
五
通
の
取
次
状
が
駿
府
に
申
請
さ
れ
、
此
等

は
同
十
八
年
正
月
十
一
日
に
下
付
さ
れ
た
村
上
市
蔵
の
呂
宋
、
寿
庵
・
舟
本
弥
七
郎
・
唐
人
五
官
の
交
地
、
ま
の
し
る
の
遜
羅
へ
の
朱
印
状
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
年
八
月
八
日
に
は
、
唐
人
華
字
・
四
官
・
三
宮
山
東
京
渡
航
朱
印
状
の
下
書
三
通
と
其
の
筆
功
銀
子
三
枚
の
受
取
証

が
、
左
兵
衛
の
家
来
森
忠
右
衛
門
に
手
交
さ
れ
て
お
り
円
己
、
本
光
国
師
日
記
慶
長
十
八
年
十
一
月
廿
一
日
の
条
に
は
、
七
通
の
朱
印
状
に
対
す

る
左
兵
衛
の
添
状
、
持
参
者
が
木
田
理
右
衛
円
で
あ
っ
た
事
等
の
事
情
が
詳
細
に
記
載
8
れ
、
叉
、
元
和
元
年
に
は
、
村
山
等
安
の
高
砂
国
へ

の
渡
航
朱
印
状
に
関
し
、
異
国
日
記
抄
に
は
、

「
等
安
ニ
被
下
僕
長
谷
川
左
兵
衛
状
ア
リ
、
元
和
元
年
七
月
廿
四
日
南
棟
ニ
テ
書
之
高
砂
国
卜
書
之
由
左
兵
状
功
不
成
後
ニ
来
ル
」

と
ゐ
る
が
、
長
崎
地
役
人
の
筆
頭
、
外
町
の
代
官
よ
し
て
巨
万
の
富
者
と
称
さ
れ
、
奉
行
の
任
免
に
権
力
を
有
し
た
と
云
は
れ
る
村
山
等
安
へ

の
こ
の
添
状
は
、
奉
行
と
代
官
と
の
権
力
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
異
国
日
記
抄
記
載
分
だ
け
で
も
二
十
余
通
の
添
状
が
考
へ
ら

れ
る
。以

上
論
述
し
た
外
舶
入
港
時
の
応
待
、
積
荷
目
録
提
出
下
命
、
中
央
政
府
へ
の
報
告
、
外
国
船
員
の
行
動
監
視
、
デ
ウ
ス
号
事
件
の
顛
末
、

取
引
物
資
の
制
限
、
外
人
奴
隷
に
関
す
る
争
論
介
入
、
諸
侯
へ
の
貿
易
干
渉
、
外
交
文
書
の
贈
答
、
朱
印
状
の
添
状
等
は
、
政
府
派
遣
の
貿
易

管
理
官
的
性
格
の
明
白
に
具
象
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
o

1 

長
崎
実
録
大
成
第
二
督
、
八
頁

（

2
）
 

岡
本
良
知
一
十
六
世
紀
日
欧
交
通
史
研
究
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
日
本
通
商

長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

;L 
五



長
崎
奉
百
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

の
項
」
六
四
六
頁

（3
）
同
書

（
4
）
異
国
日
記
抄
附
録
一
九
頁

（
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）
司
由
民
巾
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司
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民
回
目
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O
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片
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田
岡
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（
7
）
大
日
本
史
料
十
二
編
之
六
、
慶
長
十
四
年
七
月
二
五
日
ノ
条
一
，
和
関

国
海
牙
交
替
館
文
書
」

（

8
）
口
町
田
円
可
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日
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9
）
大
日
本
史
料
十
二
編
之
六
、
慶
長
十
何
年
十
二
月
九
日
条
、
七
九
八

頁
幸
田
成
友
「
日
欧
通
交
史
し
辻
義
百
之
助
一
，
海
外
交
通
史
話
」
図
書
刊
行

会
本
、
史
籍
雑
纂
第
二
、
当
代
記
、

（
m、
口
、
ロ
、
）
大
日
本
史
料
十
二
編
之
閥
、
所
収
、
一
異
国
近
年
御
書

草
案
」

（
お
）
羅
山
先
生
文
集
第
一
、
一
三
回
｜
一
三
五
頁

（
M
）
大
日
本
史
料
十
二
編
之
九
、
慶
長
十
七
年
三
月
二
十
一
日
条
、
所
収

四
、
結

語

し
て

J
，ノ－ノ

一
鍋
島
勝
茂
鶏
考
補
」

（
お
）
大
日
本
史
料
十
二
編
之
一
四
、
七
月
是
月
条

（

団

）

勺

E
H
2・M
M
ι
円
白
E
U
回
目
的
同
D
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。
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』
白
切
出
ロ
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（
問
）

（

mm）
 

（初）
（幻）

（
忽
）

（泊）

（

M
）
 

（お）
（お）

（幻）
（お）

士
口
旧
小
一
立
郎
訳
一

a

日
本
吉
利
支
丹
宗
門
史
」

同
書
、
上
巻
、
三
五
二
頁

大
日
本
史
料
十
二
編
之
八
所
収
一
。
和
蘭
国
海
矛
文
書
館
文
書
」

同
書

同
書
十
二
一
編
之
四
、
六
月
是
月
条
、
一
一
一
一
九
頁

羅
山
先
生
文
集
、
巻
十
二
、
外
国
者
上

同
書

大
臼
本
史
料
十
二
編
之
七
、
八
四
六
頁
所
収
、
「
異
国
日
記
」

羅
山
先
生
文
集
巻
十
二
、
外
国
書
上

大
日
本
史
料
十
二
編
之
六
、
一
八
頁
、
「
異
国
渡
海
御
朱
印
帳
」

大
日
本
史
料
十
二
編
之
七
所
収
、
「
異
国
渡
海
御
朱
印
帳
」

大
日
本
史
料
十
二
編
之
十
三
所
収
、
一
本
治
国
師
日
記
」

長
谷
川
左
兵
衛
藤
腐
を
対
象
と
し
て
の
長
崎
奉
行
々
政
の
論
述
よ
り
、
奉
行
の
性
絡
に
、
宗
門
奉
行
的
、
将
軍
個
人
の
貿
易
品
購
買
官
的
、

外
国
奉
行
的
の
三
性
格
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
得
た
。
こ
の
性
格
よ
り
縮
躍
注
れ
て
く
る
長
崎
奉
行
の
意
義
は
、
中
央
政
府
の
対
外
政
策
決
定



に
際
し
て
、
貿
易
の
実
情
を
悉
知
す
る
者
と
し
て
、
絶
え
ざ
る
情
報
の
提
供
、
暗
示
の
伝
達
、
時
に
意
味
の
大
な
る
発
言
を
な
す
貿
易
港
管
理

官
で
あ
っ
た
と
共
に
、
他
面
、
確
定
さ
れ
た
中
央
政
府
の
指
令
を
忠
実
に
実
行
す
る
派
遣
官
吏
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
従
っ
て
、
長
崎
在
地

の
諸
史
料
、
論
著
の
述
べ
る
如
き
木
工
人
形
的
存
在
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

奉
行
々
政
面
の
個
々
よ
り
発
展
推
考
さ
れ
る
幕
府
政
策
に
関
し
て
も
、
耶
蘇
教
取
締
り
の
本
格
化
が
英
蘭
ニ
固
と
の
貿
易
可
能
を
察
知
し
得

る
慶
長
十
六
年
以
降
に
あ
っ
た
事
ゃ
、
貿
易
紛
争
に
際
し
て
宣
教
師
の
介
入
を
要
請
し
た
る
事
等
よ
り
、
慶
長
期
に
於
け
る
対
外
政
策
の
本
質

は
耶
蘇
教
よ
り
も
寧
ろ
貿
易
に
存
し
た
と
考
う
可
司
き
で
あ
り
、
支
配
関
係
の
構
成
要
素
は
、
心
理
統
制
よ
り
経
済
統
制
に
あ
っ
た
と
称
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
更
に
、
将
軍
個
人
の
貿
易
品
購
買
宮
的
性
格
の
意
味
す
る
も
の
は
、
自
己
の
軍
事
的
絶
対
権
力
を
背
景
と
し
て
広
範
な
る
統
治
権

を
奉
行
に
賦
与
す
る
事
に
よ
り
、
特
定
物
資
の
独
占
乃
至
優
先
購
入
を
企
図
し
て
、
将
軍
自
身
が
大
資
本
家
層
の
頂
点
に
立
つ
広
義
の
貿
易
商

人
と
化
し
て
ゐ
た
事
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
り
、

E
つ
叉
外
国
貿
易
管
理
官
た
る
性
格
の
象
徴
す
る
も
の
は
、
絶
対
権
力
の
下
に
糸
割
符
商
等

の
一
部
特
権
資
本
家
層
を
保
護
す
る
と
共
に
、
貿
易
面
に
於
い
て
彼
等
と
相
対
的
関
係
に
あ
る
西
南
諸
侯
の
通
商
を
制
限
し
、
そ
の
藩
財
政
力

の
発
展
妨
害
を
企
図
し
た
大
名
圧
制
策
と
も
認
知
し
得
ょ
う
。

か
か
る
諸
点
に
於
い
て
、
長
崎
奉
行
は
近
世
初
期
の
外
交
史
上
に
そ
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
考
察
す
る
。

（終）

1
1
こ
の
小
論
を
老
い
た
る
母
に
俸
ぐ

i
i

長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
論
考

九
七
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A Study of Hasegaawa Safian Dono, C*~Jll:ic*ffi) 

the Govesnor fo Nagasaki 

--A Consideration on History of Modern Foreign Policy -

by. H. Miyake 

Safian Dono, the Governor of Nagasaki (~~~fi), has three 

characteristics-as the inspector of religion, the purchaser of Shogun 

(ffi'.)fi'.), and the administrator of foreign affairs. The first of the 
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abore three functions is to prohibit the Jesuit, results from the 

permission of the commerce with Dutch in 14th Year of Keicho period 

(!llUt§). The second results in the requirement to strengthen its 

supremacy by private ceonomic power of Shogun (~.:). And the 

last is to assist a few special merchants and to control the commerce 

of Daimy5s (:;k:~) ruling over the south west districts of Japan. Thus, 

the above mentioned three charactristics of Governor of Nagasaki prove 

the principle of deplomatic policy in the earlier days of Tokugawa 

Government (~J[l;m;)tl'). 
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